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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「医事業務委託 一式（センタ

ー病院）及び医事業務委託 一式（国府台病院）」の第一交渉権者の決定について 
 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）に基づき、

国立国際医療研究センターにおいて民間競争入札を行った「医事業務委託 一式（センター

病院）及び医事業務委託 一式（国府台病院）」については、次のとおり第一交渉権者を決定

しました。 
 
１．第一交渉権者の名称 
医事業務委託 一式（センター病院）：株式会社ニチイ学館 
医事業務委託 一式（国府台病院） ：株式会社ソラスト  
 
２．入札金額 
医事業務委託 一式（センター病院）：661,680,000 円（税抜） 
医事業務委託 一式（国府台病院） ：328,320,000 円（税抜） 
（注）業務委託期間：令和４年４月１日～令和６年３月３１日 
  
３．第一交渉権者決定の経緯及び理由 
医事業務委託 一式（センター病院）： 
「医事業務委託（センター病院）に関する民間競争入札実施要項」に基づき入札参加者（２

者）から提出された企画提案書等について、業務の実施に必要な要件が満たされていること

を確認した。 
第一交渉権者の決定については総合評価落札方式を採用し、令和３年１２月２日に開札した

結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって、評価合計点数の最も高かった上記の者を

第一交渉権者とした。 
 
医事業務委託 一式（国府台病院）： 
「医事業務委託（国府台病院）に関する民間競争入札実施要項」に基づき入札参加者（２者）

から提出された企画提案書等について、業務の実施に必要な要件が満たされていることを確



認した。 
第一交渉権者の決定については総合評価落札方式を採用し、令和３年１２月２日に開札した

結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって、評価合計点数の最も高かった上記の者を

第一交渉権者とした。 
  
４．第一交渉権者における事業の実施体制及び実施方法の概要 
業務は、センター病院においては株式会社ニチイ学館が、国府台病院においては株式会社

ソラストが行う。業務の実施に当たっては、実施要項等で示された仕様に基づき業務を遂行

する。 
 
本ページに関するお問い合わせ先 
国立国際医療研究センター調達企画室 
契約第一係長 
電話：03-3202-7181（代表） 
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